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Ⅰ はじめに

 「成年後見は終われるか︖」との主題の含意
現状において「終われない」ことへの問題意識
改正を経て本当に「終われる」ようになるのかにつ

いての懐疑的見方

 本報告の前提と限界
閲覧可能な資料の範囲での検討にすぎないこと

 本報告の構成
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

１ 全体の概要

(1) 法定後見制度の改正

① 補助一元論の基本的採用
 成年後見・保佐の廃止
障害者権利条約との抵触が最も問題となる包括的代理権

の根拠規定（民法859条）は未成年後見に特化

 新たな保護の名称を既存の「補助」に統一

 中間試案における乙１案がベース︖
→ （注１）に従い、現行法と同様に、保護開始審判を

要求

 特定補助人を付する処分の許容
中間試案における乙２案にいう保護Ｂ（包括的な取消権

付与）を選択可能とする仕組み
成年後見類型の保佐類型化︖
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

１ 全体の概要

(1) 法定後見制度の改正

② 必要性原則の採用
→ 本シンポジウムのテーマとの関係では最も重要な

改正点（後述）

 世界の改正動向と障害者権利条約
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

１ 全体の概要

(2) 任意後見制度の改正

① 任意後見契約と法定後見（補助）との併存の許容

② 任意後見契約の変更・一部解除の許容

③ 予備的受任者の選任の許容

5

2026年2月6日 令和7年度権利擁護支援シンポジウム資料

無断転載禁止



Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

１ 全体の概要

(3) 成年後見制度の改正
に伴う民法・民事手続
法の改正

 意思表示受領の特別代理人制度を新設

 他は、特定補助人の導入により実質改正を回避
「成年被後見人」

↓
「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

２ 法定後見の終了に
関する改正の方向性

(1) 必要性原則採用の
二面性

 補助開始等審判の要件に必要性を追加（二面性①）
事理弁識能力の要件（ただし、精神上の「障害」→

「理由」（生活保護法38条参照））は維持
元来の補助類型においては、特定の法律行為について

の同意権・代理権付与による保護の必要性が認められる
ことが、審判の書かれざる実体的要件とされてきたこと
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

２ 法定後見の終了に
関する改正の方向性

(1) 必要性原則採用の
二面性

 同意権付与による保護の必要性（❶＋➋）
❶ 本人取引の可能性︓本人が特定の法律行為を将来行
う可能性があること
本人の行動の予測的判断

➋ 同意・取消しによる保護の必要性︓特定の法律行為
について取り消すことができるものとする必要があるこ
と
本人に損失を及ぼすような法律行為（契約）をしてし

まう危険性
→ 特定の法律行為との関係での「判断能力」の不十

分さ等からの総合判断
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

２ 法定後見の終了に
関する改正の方向性

(1) 必要性原則採用の
二面性

 代理権付与による保護の必要性（❸＋❹）
❸ 代理取引の検討必要性︓本人のために特定の法律行
為をするか否かを検討する必要（適否を判断しなければ
ならない合理的事情）があること
当該代理取引の必要性自体を司法判断に委ねることま

では期待できず
❹ 代理による保護の必要性︓特定の法律行為を本人自
らすることができず、第三者に委任することもできない
ことから法定代理人が必要であることや、本人自らする
ことができるが、他人の援助（代理による支援）を受け
た方がよい場合であること
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

２ 法定後見の終了に
関する改正の方向性

(1) 必要性原則採用の
二面性

 特定補助人を付する処分の審判における必要性
新法における実質的な改正点

❺ 重要な財産行為（民法13条1項列挙事由参照）すべ
てについての保護（取消権付与）の必要性

→ 開始審判時には抽象的な保護の必要性で足りる
か︖
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

２ 法定後見の終了に
関する改正の方向性

(1) 必要性原則採用の
二面性

 補助開始等審判の取消原因に必要性の消滅を追加（二
面性②）
補助人の家裁に対する年１回の報告義務の履行を通じ

た定期的見直し
→ 「終われる後見」の主要因（後述）
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Ⅱ 要綱案からみた成年
後見制度改正の方向性

２ 法定後見の終了に
関する改正の方向性

(2) 補充性原則明記の
断念

 補充性原則︓代替措置で本人の保護を十分図れる場合
は法定後見を発動せずとの原則
あり方研や法制審部会での検討と提案の見送り
→ 必要性判断の一要素として考慮する方向性

 補充性の考慮のあり方
他の支援等によっても本人の保護を十分に図ることが

できないことの立証︖
他の支援等によって本人の保護を十分に図ることがで

きることの立証による必要性の阻却︖
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

１ 現状と実務

(1) 開始原因の消滅に
よる開始審判の取消し

 関係条文︓民法10条、14条1項、18条1項・3項

 事理弁識能力の改善

 補助類型における必要性の消滅による終了
同意権付与・代理権付与の各審判の取消しを通じた補

助開始審判の取消し（民法18条3項）
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

１ 現状と実務

(2) 後見開始審判取消し
の実務

 2008〜2024年の17年間で3112件（年平均約183件、
42〜318件）

 後見開始審判数との対比で年平均0.72％（0.16％〜
1.45％）

→ ここ2年間（2023〜2024年）は更に低減する傾向
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表・各年の後見開始審判数に対する
取消件数とその比率（直近17年間、
既済認容件数ベース）
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取消率取消件数後見開始の審判後見開始の審判
及びその取消し

1.19%24720695209422008年
1.45%30921264215732009年
0.71%16423119232832010年
0.97%23424092243262011年
0.54%14125969261102012年
0.60%15826397265552013年
0.83%21526029262442014年
1.22%31826146264642015年
0.74%19125886260772016年
0.61%16026411265712017年
0.50%13426641267752018年
0.67%16925172253412019年
0.72%18025029252092020年
0.59%15526470266252021年
0.75%20026529267292022年
0.16%4226986270282023年
0.35%9527362274572024年
0.72%3112430197433309総計

 2008〜2024年の17年間で3112件（年平均約183件、
42〜318件）

 後見開始審判数との対比で年平均0.72％（0.16％〜
1.45％）

→ ここ2年間（2023〜2024年）は更に低減する傾向
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

２ 必要性消滅の判断
準則

(1) 「必要がなくなった
と認めるとき」（必要
性の消滅）

 同意権付与審判の取消原因
前記❶本人取引の可能性 or ➋同意・取消しによる保

護の必要性の消滅
→ ❶本人取引が不可能になった場合

➋同意・取消しによる保護が不要になった場合

 代理権付与審判の取消原因
前記❸代理取引の検討必要性 or ❹代理による保護の

必要性の消滅
→ ❸代理取引の検討が不要になった場合

❹代理による保護が不要になった場合
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

２ 必要性消滅の判断
準則

(1) 「必要がなくなった
と認めるとき」（必要
性の消滅）

 特定補助人を付する処分審判の取消原因
前記❺包括的な取消権付与の必要性の消滅
→ ❺包括的な取消権の付与が不要になった場合

→ 上記審判すべての取消しに伴う補助開始審判の取消し
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

２ 必要性消滅の判断
準則

(2) 必要性の消滅が問題
となる場合

① 本人の「判断能力」の程度の不十分さが解消された場
合
 事理弁識能力が回復せずとも、当該特定の法律行為との
関係で「判断能力」が回復した場合

➋ 同意・取消しによる保護が不要になった場合
→ 同意権付与審判の取消し

❹ 代理による保護が不要になった場合
→ 代理権付与審判の取消し

→ 一部取消しの可能性

18

2026年2月6日 令和7年度権利擁護支援シンポジウム資料

無断転載禁止



Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

２ 必要性消滅の判断
準則

(2) 必要性の消滅が問題
となる場合

① 本人の「判断能力」の程度の不十分さが解消された場
合
 開始要件としての必要性と終了原因としての必要性消滅
は完全に表裏の関係か︖

α説︓必要性を認めるに至った諸要素のうちの1つでも欠け
れば必要性消滅
β説︓一定の閾値を超えてはじめて必要性消滅 → 開始
要件としての必要性は既に満たなくなっているものの、終
了原因としての必要性消滅ともいえない場合の許容
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

２ 必要性消滅の判断
準則

(2) 必要性の消滅が問題
となる場合

② 同意能力を有する本人が法定後見の利用を積極的にや
めたいとの意思を表明した場合
制度否定的意思の尊重の当否

③ 補助開始後に代替的支援が行われ、本人の課題を解消
できるに至った場合
補充性原則の表れ
任意後見契約の発効に伴う補助の終了
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Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

２ 必要性消滅の判断
準則

(3) 必要性消滅の審理
手続

 補助人からの報告内容だけで判断可能か
制度を終了させたくない補助人との攻防

 特に前記③の証拠資料をどのように収集するか
補助開始後に代替的支援が行われ、本人の課題を解消でき

るに至った場合（前記③）であることの証拠資料の確保

21

2026年2月6日 令和7年度権利擁護支援シンポジウム資料

無断転載禁止



Ⅲ 必要性の消滅による
後見の終了

３ 後見終了後の規律

 民法中の「後見の終了」規定（870条〜875条）は、後任の
保護者への引継ぎを想定していないこと
実務上は本人死亡の場面を想定 → 円滑化法による死後

事務の新設（民法873条の2）
新法における死後事務規律の一般化

緊急処分義務の規定（民法874条・654条）も、相続人・法
定代理人以外の後任者を想定しない上に、「急迫の事情があ
るとき」における「必要な処分」の義務づけのみを規律

→ 民法中の「事務管理」規定（697条〜702条）に照らした
処理とその限界
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Ⅳ おわりに

 制度利用活性化のカギとしての後見終了
終了の保障なければ開始なしとの因果関係

 終了自体の目的化の危険性
家族による自由な財産管理の阻害要因としての後見、ある

いは本人による報酬負担の不利益をもたらす後見を回避する
手段としての終了︖
あくまで本人にとっての必要性の消滅に依拠した終了であ

るべきこと
→ 補助人の保護手段を減縮することによる調整の可能性

（弱められた後見）
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ご清聴ありがとうございました。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
令和７年度権利擁護支援シンポジウム報告

日本大学法学部教授
篠崎・進士法律事務所客員弁護士

清水恵介
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